
大分県特別高圧電気価格激変緩和対策事業費補助金受付・審査委託業務 
仕 様 書 

 
１ 委託業務名 

大分県特別高圧電気価格激変緩和対策事業費補助金受付・審査委託業務 
 
２ 業務の目的 

大分県特別高圧電気価格激変緩和対策事業費補助金（以下、「補助金」という。）の申請書等受

付、書類確認、口座情報等入力作業、電話による申請手続に係る問合せ対応等の一連の業務

を委託することにより、当該業務の効率的な処理体制を確立し、迅速かつ的確な給付事務を

行う。 
 
３ 補助金の概要 
（１）補助金の趣旨 

   特別高圧電気料金の高騰の影響を受ける中小企業の負担を軽減するため、当該中小企業が支払

った電気代に対し、補助するもの。 
（２）対象者 

   ・大分県内の事業所において、自ら契約を締結し、特別高圧で受電する中小企業 
   ・特別高圧で受電する施設等に入居し、電気料金に相当する額を負担している中小企業 
（３）補助金額 

   ・令和８年１月、２月分の特別高圧電気使用量（kWh）×２．３円 
・令和８年３月分の特別高圧電気使用量（kWh）×０．８円 
※申請金額の合計が予算額を超える場合は、予算の範囲内で上限額を設定し補助する。 

（４）補助金の推定支給対象件数 
   １５０件程度（あくまで推定であり、大きく上回る可能性もある。） 
 
４ 委託業務の実施体制 
（１）業務責任者 

   受注者が直接雇用する社員の中から選出した業務責任者を配置し、発注者と常に連絡がとれる

体制とすること。なお、業務に関する必要な指示は、発注者から業務責任者に対して行うものと

する。 
   業務責任者の職務は概ね次のとおりとする。 
   ①発注者が提供する関係資料を常に確認するなど、業務の遂行にあたっては主体的に当該業務

に取り組むこと。 
   ②委託業務全体を統括し、従事者の指揮監督を行うとともに、円滑な業務執行のため作業状況

の進捗管理を行い、発注者が求める業務水準を確保すること。 
   ③定期的に委託業務の点検・分析・見直しを行い、常に最善の方法で業務を実施するとともに、

随時、発注者との協議を行い、相互共通認識による運営を行うこと。 
   ④委託業務の実施状況を発注者に定期的に報告するとともに、発注者が求める進捗状況の確認

に協力すること。また、委託業務が適正に実施されていないことが判明し、発注者が受注者

に対して改善勧告を行った場合は、これに従うこと。 
   ⑤効率的に業務を進めるため、繁忙期には応援態勢を組むなど、臨機応変に対応すること。 
（２）従事者 

   電話対応や集計作業等に関し、迅速かつ正確に処理ができる十分な経験と能力を持った人材を

配置すること。 
 
５ 履行期間 
   契約締結の日から令和８年８月３１日（月）までとする。 



（事前準備、報告書作成等の期間を含む） 
   なお、問合せ対応は令和８年４月２１日（火）までに開始し、申請書の受付期間は令和８年４

月２２日（水）から令和８年５月２９日（金）までとする。 
 
６ 履行場所 
  受注者において確保すること 

 
７ 履行時間 

月曜日から金曜日の平日９時から１７時とする。 
   ※土曜日、日曜日、祝祭日は除く。 
   なお、業務の進捗状況により、上記以外の時間帯に業務を行う必要がある場合は、発注者と受

注者で協議のうえ決定する。 
 
８ 業務内容 
   受注者は次に掲げる業務を行うものとする。 
 （１）問合せ対応 
   ・（２）の業務と合わせて、十分な人数の従事者を確保し、申請者等からの問合せに対応するこ

と。 
   ・一般の電話回線を用意し、空き回線に自動的に転送されるなど業務の効率化を図ること。 
   ・申請者等からの問合せに対して、従事者によって対応に差が生じることのないよう、徹底す

ること。 
   ・行政的な判断が必要となるもの等、回答不能な問合せがあった場合は、業務責任者を通じて

発注者に適切に伝達すること。 
 （２）申請書受付、審査等 
   ・（１）の業務と合わせて、十分な人数の従事者を確保し、申請書の受付や審査等を行うこと。 
   ・委託業務専用のメールアドレスを用意すること（申請はメールでの受付とする）。 
   ・審査を行う際はセキュリティ対策を施すと共に、kintone 等で審査状況や対応内容を県と共

有できるシステムを用いること。 
・行政的な判断が必要となるものなど判断に迷った場合は、業務責任者を通じて発注者に確認

すること。 
・各従事者が円滑な受付・審査を行うよう、徹底すること。 
・支払いまでの具体的な業務は以下のとおりとする。 

    ①メールで提出された申請書及び添付書類について、記載事項等に不備がないか確認し、書

類に不備がある場合は、申請者へ電話連絡のうえ、修正指示を行う。 
    ②申請書等の確認作業が終了したものについて、申請状況一覧表を Excel ファイルで作成し、

発注者に提出する。申請状況一覧には以下の項目を記載すること。 
     ・申請者の住所 
     ・申請者名（法人格は略称とせず正式名称を記載すること 例：〇株式会社、×（株）） 
     ・入居施設（テナントに入居している場合は入居施設を記載すること） 
     ・代表者肩書 
     ・代表者氏名 
     ・補助金の入金口座情報（金融機関コード数字４桁、金融機関名、支店コード数字３桁、

支店名、預金種別（普通・当座）、口座番号、口座名義（半角ｶﾅ文字とし、拗音や促音は通

常の文字として扱い、長音記号（伸ばし棒）についても半角で記載すること）） 
     ・電気使用量（令和８年１月、２月分と３月分を分けて記載すること） 
     ・補助対象経費（令和８年１月、２月分使用量×２．３円と３月分使用量×０．８円を分

けて記載すること） 
     ・交付申請額（上記補助対象経費で算出したそれぞれの数字を合計したもの） 



     ・担当者名 
     ・担当者メールアドレス 
    ③発注者が示した交付決定額について、補助金交付決定及び額の確定通知書（第２号様式）

を作成し、申請者にメールで送付する。併せて、交付請求書（第３号様式）に交付決定額

等一部の項目を記載したうえで、申請者にメールで送付する。 
    ④申請者から提出された請求書を発注者に提出する。 

・申請期限の１週間前までに、申請状況の経過について発注者へ報告を行うこと。 
 

９ 受注者の責務 
 （１）不測の事態により、定められた期日までに業務委託を完了することが困難になった場合は、 
   直ちにその旨を県に連絡し、その指示に従うこと。 
 （２）成果物に係る権利は大分県に帰属するものとする。 
 （３）本業務の過程において、県から指示された事項について、迅速かつ的確に実施すること。 
 （４）本業務を遂行するにあたり知り得た機密情報及び個人情報について、漏えい等の防止等適切 
   な管理のために必要な措置を講じ、本事業の目的以外に使用し、または第三者に提供してはな 
   らない。 
 （５）本業務の遂行中に第三者に与えた損害等については、県の責めに期すべき事由による場合を 
   除き、責任を負うこと。 
 
１０ 事前研修の実施 
（１）当該業務に必要な知識を従事者に十分習得させること。また、迅速な対応が行えるよう、パ

ソコンや電話機器類、対応記録の作成及び業務責任者への伝達方法等の技能を十分に習得させ

ること。 
（２）必要な事前研修は、業務スケジュールの準備期間等に実施すること。なお、研修に係る経費

は本委託業務に含むものとする。 
 
１１ 業務報告 
    受注者は委託業務が終了したときは、その旨を書面により速やかに発注者に報告すること。 
 
１２ 委託費用 
    当該業務における委託料の対象となる経費は、以下のとおりとする。 
（１）人件費 
（２）旅費 
（３）使用料（室料、インターネット利用料、機器レンタル料等） 
（４）通信費（電話代、切手代、送料等） 
（５）印刷消耗品費（コピー代、印刷代、事務用品費、封筒代等） 
（６）その他発注者が必要と認める経費 

 
１３ 疑義 
    本仕様書に疑義が生じた事項は、必要に応じて発注者と受注者において協議するが、委託業

務に付随する軽微な処理等については柔軟な対応を行うこと。 
    また、本仕様書は委託業務の基本事項を記載したものであるため、明記していない事項であ

っても委託業務の運用上、当然必要と認められるものについては、全て受注者の責任において

履行すること。 
 
１４ 担当 
    大分県商工観光労働部産業 GX 推進室 
    TEL：097-506-3271 mail：a14340@pref.oita.lg.jp 

mailto:a14340@pref.oita.lg.jp

